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証券コード　7356
（発送日）2024年12月５日

（電子提供措置開始日）2024年11月29日
株　主　各　位

東京都港区芝公園二丁目10番１号
住 友 不 動 産 芝 園 ビ ル ２ F
R e t t y 株 式 会 社
代表取締役社長 武 田 　 和 也

　　当社ウェブサイト　https://corp.retty.me/ir/

　　東証ウェブサイト
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第14期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第14期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第14期定時株主総会招集ご通
知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいます
ようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しております。当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を閲覧できない場合は、下記よりご確
認ください。（下記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Retty」又
は「コード」に当社証券コード「7356」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認いただけま
す。）

　本総会は、インターネット上でのみ開催する「場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株
主総会）」の方式を採用しております。当日ご出席を希望される株主様は、後記「バーチャルオンリ
ー株主総会の運営について」に従って、インターネットによる「バーチャル出席」の方法により、株
主総会にご出席くださいますようお願い申し上げます。
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　なお、当日ご出席されない場合、あるいはご出席される予定でも通信障害等に備え、書面又はイン
ターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の
うえ、2024年12月19日（木曜日）午後６時30分までに以下の案内に従って議決権を行使してくだ
さいますようお願い申し上げます。

＜書面による議決権行使の場合＞
　議決権行使書用紙に議案に関する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返信くださ
い。

＜インターネットによる議決権行使の場合＞
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://web.sharely.app/login/retty-14）にアクセスし
ていただき、議決権行使書用紙記載の「株主番号」「郵便番号（９月30日時点でお住いの住所）」
「保有株式数（９月30日時点でご保有の株式数）」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

　また、当社指定の議決権行使ウェブサイトにて株主様から事前質問も受け付けます。お手続き方法
の詳細は後記「事前の質問方法」のご案内をご確認ください。株主様から受け付けた事前質問につき
ましては、本総会の目的事項に関連しないものを除き、適宜取りまとめのうえ、それに対する回答を
株主総会後に当社ウェブサイトにて掲載します。

詳細につきましては、後記「バーチャルオンリー株主総会の運営について」をご確認ください。

敬　具
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１．日 時 2024年12月20日（金曜日）午後６時
※通信障害等の発生により開催日時において、バーチャルオンリー株主総会を開
会することが困難な場合は、予備日として2024年12月23日（月曜日）午後６
時より開催いたします。当社が予備日に開催することとした場合は、当社ウェブ
サイト（https://corp.retty.me/ir/）で、2024年12月20日（金曜日）午後７
時までにお知らせいたします。

２．開 催 方 法 場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）
本総会はインターネット上でのみの開催となりますので、実際にご来場いただく
会場はございません。当社指定のウェブサイトを通じてご出席ください。ご出席
いただくために必要となる当該ウェブサイトのURL、必要項目、お手続き方法等
の詳細は後記「バーチャルオンリー株主総会の運営について」のご案内をご確認
ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第14期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）事業報告及び計算書類

の内容報告の件
決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

記

以　上

■本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載し
た書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及
び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

＜事業報告＞
　会社の現況
　　直前３事業年度の財産及び損益の状況
　　主要な事業内容
　　主要な営業所
　　従業員の状況
　　主要な借入先の状況
　株式の状況
　新株予約権等の状況
　会計監査人の状況
　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　剰余金の配当等の決定に関する方針
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＜計算書類＞
　株主資本等変動計算書
　個別注記表
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監
査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
■本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとしま
す。
■書面又はインターネットによる議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主総会に出席
した場合は、当日もしくは最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきま
す。本総会において議決権を行使されなかった場合は、書面又はインターネットにより事前に行
使された内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
■書面とインターネットとの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。インターネットにより複
数回議決権行使をされた場合には、最後に行使された内容を有効なものとして取り扱わせていた
だきます。
■ご返送いただいた議決権行使書面において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
■代理人による出席を希望される株主様は、法令及び定款の定めに従い、議決権を有する他の株
主様１名に委任いただくようお願いいたします。手続きの詳細に関しましては、後記「バーチャ
ルオンリー株主総会の運営について」をご参照ください。
■通信障害等により、本総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本総会の延期又は続行
を決定することができることとするため、その旨の決議を本総会の冒頭にて行うことといたしま
す。当該決議に基づき、議長が延期又は続行の決定を行った場合には、予備日である2024年12
月23日（月曜日）午後６時より、本総会の延会又は継続会を開催いたします。その場合は、速
やかに当社ウェブサイトでお知らせしますので、後記「バーチャルオンリー株主総会の運営につ
いて」に従ってお手続きのうえ、本総会の延会又は継続会にご出席くださいますようお願い申し
上げます。
■電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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バーチャルオンリー株主総会に当日ご出席される株主様
１　開催日時 2024年12月20日（金曜日）　午後６時

※通信障害等が発生した場合には、予備日として2024年12月23日
（月曜日）午後６時より、本総会を開催いたします。

＜接続先＞　https://web.sharely.app/login/retty-14

２　アクセス方法

＜必要項目＞議決権行使書用紙記載の「株主番号」「郵便番号（９月30日時点でお住いの住
所）」「保有株式数（９月30日時点でご保有の株式数）」

①上記のURLを入力いただくか、右上のQRコードを読み込み、アクセスしてください。
②接続されましたら、画面表示に従って必要事項を入力しログインしてください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※ご不明点に関しては、下記FAQサイトをご参照ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

バーチャルオンリー株主総会の運営について
本株主総会は、当社専用のウェブサイトからインターネット上で株主総会に出席し、ライブ配信
映像の視聴、議決権の行使及びご質問が可能なバーチャルオンリー株主総会で開催いたします。
株主様が実際にご来場いただく会場はございませんのでご注意ください。
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３　質問方法
「２　アクセス方法」に従ってアクセス・ログインしていただき、視聴画面下部にある「質
問」ボタンより対象議案を選択し、本株主総会の目的事項に関する質問内容をご入力くださ
い。
[事前の質問受付期間]
　　　　2024年11月29日（金曜日）～2024年12月17日（火曜日）午後６時30分
[当日の質問受付開始時間]
　　　　2024年12月20日（金曜日）午後６時～

※ご質問は１問につき150文字までとさせていただきます。
※本株主総会開催中にいただいた全てのご質問に回答できない場合がございます。なお、当日のご質問につ
きましては、本総会の目的事項に関連しないものを除き、適宜取りまとめのうえ、それに対する回答を株主
総会後に当社ウェブサイトにて掲載します。
４　議決権の行使方法
「２　アクセス方法」に従ってアクセス・ログインしていただき、「決議」ボタンより議案
に「賛成」又は「反対」をご選択ください。
[受付開始時間」　　　　2024年12月20日（金曜日）午後６時～
５　動議の提出方法
「２　アクセス方法」に従ってアクセス・ログインしていただき、議長の指示に従って、視
聴画面下部の「動議」ボタンより「手続き的動議」又は「実質的動議（修正動議）」を選択
し、動議内容をご入力ください。
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【注意事項】
1. 書面又はインターネットによる議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主総会

に出席した場合は、当日もしくは最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせ
ていただきます。

2. 株主総会の進行上の都合やご質問内容により、全てのご質問にお答えできない場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

3. 当日は安定した配信に努めてまいりますが、通信環境の影響によりライブ配信の映像・音声
の乱れ及び一時中断などの通信障害、並びに送受信に軽微なタイムラグが発生する可能性が
ございます。当社はこれらの通信障害によって株主様が被った不利益に関しては、一切の責
任を負いかねますことをご了承ください。

4. 株主総会当日において、株主様の環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声ト
ラブルにつきましてもサポートできかねます。あらかじめご了承ください。

5. ご視聴いただく際の接続料及び通信料等は株主様のご負担となります。
6. 映像や音声データの第三者への提供や公開での上映、転載、複製及びログイン方法を第三者

に伝えることは禁じます。
7. 本総会当日のライブ配信のための映像は、議長及び当社役員のみとなっております。あらか

じめご理解くださいますようお願い申し上げます。
8. そのほかご不明点につきましては、下記ＦＡＱサイトをご参照ください。

https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533
＜バーチャルオンリー株主総会に関するお問合せ窓口＞
　お問合せ先：03-6683-7661
　受付時間：2024年12月20日（金曜日）午後５時～本総会終了時

【本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての
方針の概要】
通信の方法に係る障害が生じた場合に備えて、代替の回線の配線を用意しており、また、通信の方
法に係る障害が生じた場合に関するバックアッププランを含めた具体的なマニュアルを作成し、不
測の事態に対応できるような体制の構築をいたしております。

【本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用するこ
とに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の概要】
当社では、インターネットのご使用に支障のある株主様に書面による事前の議決権行使を推奨して
います。また、円滑なバーチャルオンリー株主総会支援運営に関して知見を有し、適切な対策を行
っている「Sharely」（Sharely株式会社提供）と提携し、スマートフォン端末からも利用可能な
ブラウザ版の「Sharely」をご案内するなどの対応を行います。

－ 7 －



バーチャルオンリー株主総会に当日ご出席されない株主様

＜接続先＞　https://web.sharely.app/e/retty-14/pre_vote

１　議決権の行使方法
■書面による議決権の行使方法■
議決権行使書用紙に議案に関する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返信
ください。
[行使期限]2024年12月19日（木曜日）　午後６時30分到着分まで

■インターネットによる議決権の行使方法■
アクセス方法

＜必要項目＞議決権行使書用紙記載の「株主番号」「郵便番号（９月30日時点でお住いの住
所）」「保有株式数（９月30日時点でご保有の株式数）」

①上記のURLを入力いただくか、右上のQRコードを読み込み、アクセスしてください。
②接続されましたら、画面表示に従って必要事項を入力しログインしてください。
③「事前議決権行使受付フォーム」より議案に「賛成」又は「反対」をご選択ください。
[行使期限]2024年12月19日（木曜日）　午後６時30分入力完了分まで

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※ご不明点に関しては、下記FAQサイトをご参照ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

２　事前の質問方法
「１　議決権の行使方法」インターネットによる議決権の行使方法に従ってアクセス・ログ
インしていただき、視聴画面下部の「質問」ボタンより対象議案を選択し、本株主総会の目
的事項に関する質問内容をご入力ください。
[受付期間]2024年11月29日（金曜日）～2024年12月17日（火曜日）午後６時30分

※ご質問は１問につき150文字までとさせていただきます。
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３　代理人による出席方法
議決権を有する他の株主様１名を代理人として、議決権を行使することができます。
ご希望の株主様は、株主総会に先立って当社に「代理の意思表示を記載した書面（いわゆる
委任状及びその他必要書類）」のご提出が必要になりますので、以下の提出先までご送付く
ださい。

＜代理人に関する書類の提出先＞
〒105-0011　東京都港区芝公園二丁目10番１号　住友不動産芝園ビル　２F
　Retty株式会社　Retty株主総会担当者宛
[提出期限]2024年12月19日（木曜日）　午後６時30分　到着分まで有効

委任状の様式その他必要書類については、下記までお問合せください。
<お問合せ先＞
Retty株式会社　Retty株主総会担当者宛
お問合せ先：03-6822-4880
受付日時：2024年11月29日（金曜日）～2024年12月19日（木曜日）※平日のみ
　　　　　午前10時～午後５時
【注意事項】
1. 書面又はインターネットによる議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主

総会に出席した場合は、当日もしくは最後に行われたものを有効な議決権行使として取
り扱わせていただきます。本総会において議決権を行使されなかった場合は、書面又は
インターネットにより事前に行使された内容を有効なものとして取り扱わせていただき
ます。

2. 書面とインターネットとの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネット
による議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。インターネットに
より複数回議決権行使をされた場合には、最後に行使された内容を有効なものとして取り扱
わせていただきます。

3. サイトへのアクセスに際して発生する接続料及び通信料等は、株主様のご負担となります。
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( 2023年10月１日から
2024年９月30日まで )
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①事業の経過および成果
　当期において、日本の経済環境に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響が漸減し、
緩やかな回復基調となりました。また、同時に飲食業界の景気も、外食支出の回復や、イン
バウンド需要の影響により回復傾向にある一方で、原材料価格上昇やヒューマンリソースの
不足等、今後の飲食店の経営環境に関しては厳しい材料が残存しております。
　この様な状況下、飲食店支援サービスについては、当事業年度である2023年10月から
2024年９月においてお店会員数（固定＋従量）は、一部残存していた解約率の高い特定代
理店経由での店舗の整理も進み、6,958件から7,003件に増加しております。また前事業年
度より取り組んでいる販売商品戦略の変更や商品のリニューアルにより、LTV（※）の高い
商品の販売比率が増加し、中長期的な売上向上に資する取り組みが着実に進んでおり、
ARPU（月額固定支払いのあるお店会員の平均支払価格）は増加傾向を継続しております。
さらに、ネット予約数の増加に伴い従量課金による売上が増加しており、飲食店支援サービ
スの売上は、特定代理店を除外した数値に加え、これらを含めた飲食店支援サービス全体の
売上においても当事業年度第４四半期に関しては、同第３四半期対比で増加しております。
　広告コンテンツについては、ユーザー数についても新型コロナウイルス感染症影響前との
比較では未だ完全に回復したとは言えない状況の中でも徐々に回復している一方で、第３四
半期においては広告案件での受注が計画対比でビハインドしたことにより、売上は第２四半
期と比較して減少しておりましたが、第４四半期においては回復しております。
　これらの結果として当事業年度における売上高は1,562百万円（前事業年度比0.4%増）と
なりました。費用面では、売上原価は465百万円（前事業年度比23.5%減）、販売費及び一
般管理費は1,187百万円（前事業年度比19.4%減）となりました。
　また、新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る利子補給金等により営業外収益4百万円
（前事業年度比22.6%増）、支払利息等により営業外費用8百万円（前事業年度比44.5%
減）、減損損失として特別損失0百万円（前事業年度は74百万円の特別損失）を計上してお
ります。
　以上より、当事業年度における営業損失は91百万円（前事業年度は524百万円の営業損
失）、経常損失は94百万円（前事業年度は535百万円の経常損失）、当期純損失は79百万
円（前事業年度は612百万円の当期純損失）となりました。

　なお、当社は実名型グルメプラットフォーム「Retty」運営事業の単一セグメントであるた
め、セグメントごとの記載は省略しております。

（※）「顧客生涯価値」を意味するLife Time Valueの略称。飲食店１件当たり、当社と取
引を開始してから終了するまでの期間にどれだけの売上をもたらすかを表す指標のこと。
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②設備投資等の状況
　当事業年度に実施しました設備投資の総額は、1百万円であります。その主なものは、従
業員のパソコン等の備品購入費用であります。

③資金調達の状況
　該当事項はありません。

(2) 重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

(3) 対処すべき課題
　当社の今後の経営課題とその対策は以下の３点になります。

①  「Retty」の利便性向上を通じた月間利用者数・ネット予約利用者数の増加
当社が今後において中長期的な成長を実現していくためには、運営サービスである

「Retty」の知名度を向上させることによる新規ユーザーの獲得及び実名型グルメサービス
を基軸としたおすすめによるお店選びや「Retty」を通じたシームレスな予約体験を提供す
ることによるリピートユーザーの増加が必要不可欠であると考えております。当事業年度に
おいては、月間利用者数は、新型コロナウイルス感染症影響前の状態には依然回復しており
ませんが、一方でネット予約利用者数に関しては、前年同月比で力強い回復を見せておりま
す。今後のさらなる外部環境の回復を見据えて更に「Retty」の利便性を向上させることで
月間利用者数やネット予約利用者数の回復を図って参ります。

②  営業体制の拡充
当社の新規参画店舗数は、営業稼働人員数に応じて増加するものであり、販売代理店の

営業体制の拡充及び当社従業員による営業体制の構築が必要不可欠と考えております。当社
はこれまで多くの販売代理店と契約を締結することによって営業稼働人員数を増加させ、そ
れに伴って参画店舗数を拡大してまいりました。今後については参画店舗を拡大させていく
ための営業体制の拡充と同時に販売商品や獲得コストの見直しによる営業効率の改善を実施
することで更なる販売力の向上を図ってまいります。

③  技術力の強化について
今後、更なるサービスの拡充・強化に向けてビッグデータの分析・活用を加速させてい

くためには、その基盤となる技術力を継続的に強化していく必要があります。現時点におい
て、開発者比率（「Retty」の開発及び改善を担当するプロダクト部門・エンジニアリング
部門の人員数の合計を総従業員数で割り返した数値です）は、50％程度となっております
が、今後は更に優秀な技術者の育成、先端技術への投資、技術志向な風土の維持等を通じ
て、技術力の向上に取り組んでまいります。
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(4) その他会社の現況に関する重要な事項
（継続企業の前提に関する重要事象等）
　当社は飲食店から収受する定額のサービス利用料が主な収益となっております。新型コロナ
ウイルス感染症による当社事業への影響は徐々に小さくなっている中で、当事業年度において
は解約率の高い特定代理店の整理が進み、最重要KPIであるお店会員（固定）プランにおける有
料お店会員店舗数は第３四半期以降で増加に転じております。一方で、事業年度を通じては当
該有料お店会員店舗数は減少しており、その結果として当事業年度の売上高は前事業年度と概
ね横ばい、またそれに伴い当事業年度累計では営業損失及び当期純損失を計上しており、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は、当該状況の解消または改善のために、以下のような対応策を講じております。

① 飲食店支援サービスの売上純増
　上述の特定代理店の整理が進んでおり、既に飲食店支援サービスにおける当該代理店の売上
比率は0.9%程度まで減少しております。また、足元では飲食店支援サービス売上も純増傾向が
継続していることや高単価商品比率の増加等のLTV改善施策を継続していることから、飲食店
支援サービス売上の継続的増加の兆しが見え始めております。当社は今後も飲食店支援サービ
ス売上増加を推進していく為に新規代理店の開拓や高単価商品比率増加によるLTV改善を引き
続き実施していくことで2025年９月期は力強い売上純増を目指して参ります。
② コストコントロールの継続
　前事業年度において実施した、オフィス移転による賃料の減少及び退職による自然減や他社
への出向による人件費削減により、固定費を大きく削減しております。当社としては引き続き
この筋肉質なコスト体制を維持することで早期黒字化を達成しやすい状態を目指して参りま
す。

　上記対応策により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断しております。
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地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役 武田　和也

取締役 川野　寛治

取締役 長束　鉄也

取締役 平尾　丈 株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO
株式会社リジョブ 取締役
株式会社タイズ 取締役
株式会社アップルワールド 取締役

取締役
（監査等委員）

三鴨　麻佑子 三鴨公認会計士事務所 所長
株式会社アーシャルデザイン 監査役

取締役
（監査等委員）

森　一生 代官山綜合法律事務所 代表弁護士
丹平製薬株式会社 社外監査役
株式会社SDGth 代表取締役
株式会社出前館 社外取締役

取締役
（監査等委員）

上原　祐香
（戸籍名：小野　祐香）

プレミアアンチエイジング株式会社
執行役員 コーポレートコミュニケーション本
部長
ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役

２. 会社役員の状況
（１）取締役の状況（2024年９月30日現在）
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（注）１.取締役平尾丈氏並びに取締役（監査等委員）三鴨麻佑子氏、森一生氏、上原祐香氏は社
外取締役であります。

２.取締役（監査等委員）三鴨麻佑子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会
計に関する相当程度の知見を有しております。

３.監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組
織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の
監査等委員を選定しておりません。

４.当社は、三鴨麻佑子氏、森一生氏及び上原祐香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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（２）責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法
令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任
の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社の取締役および執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関
し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある
損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）を当該
保険契約により填補することとしております。
　なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担
はありません。

（４）取締役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に関する方針
　当社は、2021年12月23日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に
際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けておりま
す。
　下記方針に記載のとおり、当社では取締役会が個人別の役員（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬等の額の決定権限を有しており、取締役会は決定にあたり、任意に設置した指名
報酬委員会における審議、答申を参考にします。同指名報酬委員会は、個人別の基本報酬金額
の決定方法が公正妥当であるか、個人別の報酬が職責に照らして妥当であるか否か等について
審議します。
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　当社の報酬制度や報酬水準、当事業年度における当社の役員（監査等委員である取締役を除
く）の報酬等の額は、任意に設置した指名報酬委員会において審査・議論し、取締役会におい
て決議しています。任意に設置した指名報酬委員会は、取締役により構成され、委員のすべて
を社外取締役が占める体制としています。当期における業務執行を担う常勤取締役の個人別の
報酬等の額は、各取締役が自身の管掌範囲、職責、競合他社の水準、業績等をもとに社内で定
められた基準に照らして提案を行い、任意に設置した指名報酬委員会及び取締役会がこれにつ
いて十分に審議の上で決定しました。非業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く。）
については、当社の企業規模と市場水準を加味して、任意に設置した指名報酬委員会および取
締役会がこれについて十分に審議の上で決定しました。かかる方法に基づき役員（監査等委員
である取締役を除く。）の個人別の報酬等の額は決定されるため、役員（監査等委員である取
締役を除く。）の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しています。

１．基本方針 
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同）の報酬は、企業業績と株主価値
の持続的向上に向け、取締役の機能を十分に発揮するために必要な報酬額を、株主総会で承
認いただいた総額の範囲内において、個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて適正な水
準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役および社外取締役に対して
は、その保有する株式および新株予約権が、企業価値向上のインセンティブとなっていると
考えられることを鑑み、基本報酬のみを支払うこととし、業績連動報酬等または非金銭報酬
等は支給しないものとする。

２．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期また
は条件の決定に関する方針を含む。)
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績に応じて他社水準、
当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

３．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関す
る方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
　基本方針のとおり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は採用していない。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等
の額に対する割合の決定に関する方針
　基本方針のとおり、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、株主総会で決議さ
れた報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定する。
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役員区分
報酬等の総

額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円）

対象となる役員の員数
（名）

基本報酬
業績

連動報
酬等

株式報
酬

取締役（監査等委員を
除く）
（うち社外取締役）

34,379
（－）

34,379
（－）

－ － ５
（１）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

14,700
（14,700）

14,700
（14,700）

－ － ４
（４）

合計
（うち社外役員）

49,079
（14,700）

49,079
（14,700）

－ － ９
（５）

②当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．上表には、2023年12月19日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役（監査等委員を除く）１名および取締役（監査等委員）1名（社外取締役）を
含んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

３．取締役に対する業績連動報酬等、非金銭報酬等の支給はありません。
４．取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2017年12月25日開催の第７期定

時株主総会において年額150百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）
の員数は、４名（うち社外取締役１名）であります。

５．監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年12月25日開催の第７期定時株
主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監
査等委員である取締役の員数は、３名（うち社外取締役３名）であります。

６．業績予想の下方修正における経営責任を明確にするため、2024年８月から2024年
９月まで次のとおり役員報酬の減額を実施しております。

・代表取締役社長                    報酬月額の50％を減額
・取締役（社外取締役を除く）  報酬月額の30％を減額
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（５）社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役平尾丈氏は、株式会社じげんの代表取締役社長執行役員CEO、株式会社リジョブの

取締役、株式会社タイズの取締役、株式会社アップルワールドの取締役であります。当社は
株式会社じげんとの間に資本業務提携関係にあり、株式会社リジョブ、株式会社タイズおよ
び株式会社アップルワールドは株式会社じげんのグループ会社であります。

・監査等委員取締役三鴨麻佑子氏は、三鴨公認会計士事務所の所長、株式会社アーシャルデザ
インの監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査等委員取締役森一生氏は、代官山綜合法律事務所代表弁護士、丹平製薬株式会社の社外
監査役、株式会社SDGthの代表取締役および株式会社出前館の社外取締役であります。当
社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査等委員取締役上原祐香氏は、プレミアアンチエイジング株式会社の執行役員コーポレー
トコミュニケーション本部長、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役であります。当
社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割

取締役
平尾　丈

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしまし
た。経営に関する豊富な経験と広い見識を有しており、当社の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。

取締役（監査等委員）
三鴨　麻佑子

2023年12月19日就任以降に開催された取締役会12回、監査
等委員会10回の全てに出席いたしました。監査役または監査等
委員としての豊富な経験と、公認会計士としての専門的見地か
ら、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っております。また、監査等委員長として、適宜、必要な発
言を行っております。

取締役（監査等委員）
森　一生

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会14回の
全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、当
社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また、当社の内部統制システム並びにコンプライア
ンス体制について、適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
上原　祐香

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会14回の
全てに出席いたしました。証券会社にて資本市場との長年のコ
ミュニケーションを通じて得た見地から、当社の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、
当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、必要な発
言を行っております。

②当事業年度における主な活動状況
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部） （負　  債　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

立 替 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

減 損 損 失 累 計 額

投 資 そ の 他 の 資 産

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

991,847

660,314

196,634

37

147,444

8,743

△21,328

75,804

572

23,822

△8,445

△14,803

75,231

9,618

44,092

12,983

17,234

69

△8,765
　

流 動 負 債 330,526
短 期 借 入 金 44,511
１年内返済予定の長期借入金 129,296
未 払 金 47,859
未 払 費 用 11,684
未 払 法 人 税 等 2,290
預 り 金 11,700
前 受 収 益 8,413
賞 与 引 当 金 42,402
そ の 他 32,369

固 定 負 債 422,520
長 期 借 入 金 422,520

負 債 合 計 753,046
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 312,823
資 本 金 33,560
資 本 剰 余 金 971,658
資 本 準 備 金 971,658

利 益 剰 余 金 △692,146
そ の 他 利 益 剰 余 金 △692,146
繰 越 利 益 剰 余 金 △692,146

自 己 株 式 △248
新 株 予 約 権 1,781
純 資 産 合 計 314,605

資 産 合 計 1,067,651 負 債 純 資 産 合 計 1,067,651

貸　借　対　照　表
（2024年９月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年10月１日から2024年９月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 1,562,139
売 上 原 価 465,837
売 上 総 利 益 1,096,302
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,187,339
営 業 損 失 91,036
営 業 外 収 益
助 成 金 収 入 4,203
償 却 債 権 取 立 益 548
そ の 他 1 4,753

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,488
固 定 資 産 除 却 損 122
そ の 他 493 8,103

経 常 損 失 94,386
特 別 損 失
減 損 損 失 504 504

税 引 前 当 期 純 損 失 94,890
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,290
法 人 税 等 調 整 額 △17,234 △14,944
当 期 純 損 失 79,946

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 一 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 田 英 之

独立監査人の監査報告書
2024年11月19日

　R e t t y 株 式 会 社
　取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、Ｒｅｔｔｙ株式会社の２０２
３年１０月１日から２０２４年９月３０日までの第１４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

会計監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2023年10月1日から2024年9月30日までの第14期事業年度における取

締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたしま

す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取
締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携

の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業
務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。

２．監査の結果
（1）　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

監査等委員会の監査報告
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②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年11月19日

Retty株式会社　監査等委員会

監査等委員　　三鴨　麻佑子

監査等委員　　森　一生

監査等委員　　上原　祐香

　（注）　監査等委員三鴨　麻佑子、森　一生及び上原　祐香は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

たけ

武
だ

田
 

　
 

　
かず

和
や

也
(1983年９月２日)

    2010年    11月 当社設立　代表取締役社長
2022年12月 当社　代表取締役執行役員CEO（現

任）
3,360,000株

【選任理由】
　当社設立以来、当社の代表取締役として経営の指揮を執り、当社の持続的成長に貢献しました。そ
の実績とリーダーシップを活かし、当社のさらなる企業価値向上を実現することが期待出来ることか
ら、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

２

かわ

川
の

野
 

　　
かん

寛
じ

治
(1979年９月30日)

    2004年    4 月 株式会社テレウェイヴリンクス（現　株
式会社アイフラッグ）　入社

    2009年    4 月 同社　事業部長
    2016年    8 月 当社　入社
    2017年    10月 当社　マネージャー
    2021年    10月 当社　執行役員

2022年12月 当社　取締役執行役員（現任）

6,950株

【選任理由】
　事業企画、営業戦略全般について豊富な知見と経験を有しており、当社執行役員として事業統括を
管掌し、当社の成長を牽引してきたことから、今後も経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行
うにふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）４名は、本総会終結の時を
もって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本
議案に関しましては、当社の監査等委員会はすべての取締役候補者について適任であると判断してお
ります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

３

な

長
つか

束
 

　
 

　
てつ

鉄
や

也
(1983年３月５日)

2006年    4 月 DOWAホールディングス株式会社入社
2008年    4 月 株式会社フラクタリスト（現　ユナイテ

ッド株式会社）入社
2010年11月 当社設立　取締役
2022年    12月 当社　執行役員
2023年12月 当社　取締役執行役員（現任）

360,000株

【選任理由】
　2010年11月当社設立以来、共同創業者取締役又は執行役員として経営に関与し、当社の持続的成
長に貢献しました。その実績と経験を活かし、当社のさらなる企業価値向上を実現することが期待出
来ることから、取締役として選任をお願いするものであります。
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招
集
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通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
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主
総
会
参
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書
類

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４

社　外

ひら

平
お

尾
 

　
じょう

丈
(1982年11月25日)

2005年    4 月 株式会社リクルート（現　株式会社リク
ルートホールディングス）入社

2006年10月 株式会社ドリコムジェネレーティッドメ
ディア（現　株式会社じげん）出向

2007年３月 同社　取締役
2008年１月 同社　代表取締役社長
2014年10月 株式会社リジョブ　取締役（現任）
2018年２月 株式会社アップルワールド　取締役
2018年６月 株式会社じげん　代表取締役社長執行役

員CEO（現任）
2019年４月 株式会社三光アド　取締役
2019年５月 株式会社BizMo　取締役
2022年10月 株式会社タイズ　取締役（現任）
2022年12月 当社　社外取締役（現任）
2023年６月 株式会社アップルワールド　取締役（現

任）
                 株式会社ティ・エス・ディ　取締役

2,839,500株

【選任理由及び期待される役割】
　株式会社じげんの代表取締役としてグループ企業の発展を担い、豊富な経営経験およびメディア運
営経験を有しており、社外取締役として経営に対して監督・助言をいただいております。
当該経験・見識をもって、当社の経営体制の更なる強化に向けて監督・助言を期待できることから、
引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１.  平尾丈氏は株式会社じげんの代表取締役社長であり、当社と同社とは資本業務提携関係にあります。

その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2024年9月30日）現在の株式数を記載しておりま
す。

３. 平尾丈氏は、社外取締役候補者であります。
４. 平尾丈氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、平尾丈氏の在任期間は本総会終結の時をもって

２年となります。
５. 当社は、平尾丈氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額としており、平尾丈氏の再任が承認された場合は、当該契約は引き続
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き効力を有するものであります。
６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及
にかかる請求を受けることによって生じることのある損害（ただし、当該保険契約上で定められた免
責事由に該当するものを除きます。）を当該保険契約により填補することとしております。各候補者
が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次
回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


